
 

 

 

 
 
 
 
 
 

組合 社員間のコミュニケーションなど今まで以上に

求められるものはあるが力量もある。働きがいと健康

を両立できる施策とするべきだ。 

会社 柔軟に活躍できることを通じて働きがいを創出していきた

い考えと、教育・訓練を行って 1本立ちするのは管理者において

も同様である。 

 
 

 

 

組合 予算を現場にも持たせることに関して、支社と

して管理していく必要があるのではないか。 

会社 現場で臨機応変に出来ないことは良くないが一律に線

引き出来ない。権限委譲の仕方は様々パターンが出てくる。 

【基本的な主管部】統括センター：営業部と運輸車両部 営業統括センター：営業部  

 

 

 

 

 

組合 職名の統合をしなければ弊害があるのか。モチ

ベーションが低下する。 

会社 専門性や特殊性は、職名がないと発揮出来ないというわけ

ではなく、柔軟な働き方、柔軟な組織を実現する理念を達成する

ために職名、系統を一本化すべき理念のもと提案している。 

職名の統合をしなくても、業務の融合は出来る。会社

は、これまでも業務の融合は一定程度行ってきている

と述べている。職名の統合は必要ない。 

これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方を実現してい

く。このような理念を実現していくために、職名の統合は避けて通

れない。 

安全の視点からも職名は統合すべきではない。事象

が発生した場合に経験年数が見えづらく原因究明が

彫り下がらない。 

原因究明、事象発生時の対処に困難が生じるとは考えない。貴

側が述べている個々の仕事への責任感や誇りは肯定する。 

系統の職名により、その業務の誇りと責任感を持つ。

今施策を実施する上で系統の職名廃止は阻害である! 

現時点で職名の統合について相違点はあるが、責任感や誇り、

モチベーションを持って仕事を行う重要性は同様に考えている。 

解明交渉でも示されなかったが、標準数の示し方につ

いて明らかにしてもらいたい。 

今後も要員管理は行う。現時点において示せるものはない。標準

数は業務に必要な要員を確保するスタンスは変わらない。 

総体の要員管理で標準数が曖昧になる。1 人の社員

が 2役 3役を同時に担えるわけではない。 

問題意識を否定しているわけではない。標準数の示し方は検討

している。示せる段階で示す。 

 
 

会社 責任感や誇りは当然のことだと考える。地方の施策実施の準備に時間を持たせたい。配慮をお願いしたい。 

組合 主張は変わらない。今後の労働条件へも影響を及ぼすのではと危惧する問題意識も付け加える。 
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